
序　　文
１　本手引書は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約（以下「MARPOL73/78条約」という。）附属書Ⅰ第37規則及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（以下「海洋汚染防止法」という。）第7条の2の規定に従って作成されている。
２　本手引書の目的は、油汚染事故（船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合をいう。以下同じ。）に対処するための指針を与えることにある。
３　本手引書には、MARPOL73/78条約附属書Ⅰ第37規則、国際海事機関（IMO）海洋環境保護委員会(MEPC)決議54 (32)及び修正決議86 (44)において作成された「油濁防止緊急措置手引書の作成のためのガイドライン」並びに海洋汚染防止法及び関係省令により要求されているすべての情報及び行動の指示が記載されている。付録には、他の参考資料とともに本手引書の中で参照すべき連絡先の名称、電話番号、テレックス番号等が記載されている。
４　本手引書は、主管庁又は船級協会の検査を受けることが必要である。また、検査合格後、主管庁又は船級協会の検査を受けることなしに、下記を除いていかなる部分の変更（手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。）を行ってはならない。
５　第5章及び付録の変更については、主管庁又は船級協会の検査を必要としない。ただし、付録の中の関係図面に関しては、関連する法律が求める承認に従うこと。付録は、船舶所有者（当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。）により最新の状態に維持されなければならない。
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